
町
民
自
ら
考
え
・

自
ら
行
う
地
域
づ

く
り
、
地
域
の
特

性
や
個
性
を
活
か

し
た
地
域
づ
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り

を
支
援
す
る
た
め
、

玖
珠
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が
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り
組
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る
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平
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二
十
三
年
度
童
話

の
里
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

推
進
事
業
」
【
表

１
】
に
つ
い
て
、

玖
珠
地
区
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
で
は
、
今

年
度
新
た
に
地
域

で
行
わ
れ
る
団
体

活
動
に
対
し
て
、

大
区
毎
に
十
万
円
を

上
限
と
す
る
補
助

金

枠

を

設

け

た

「
団
体
活
動
等
推
進
事
業
」
の

取
組
み
を
行
う
と
と
も
に
、
地

元
負
担
金
の
一
部
に
つ
い
て
基

金
の
取
崩
し
を
行
い
補
助
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

な
お
、
団
体
活
動
等
推
進
事

業
の
取
組
み
例
や
補
助
率
に
つ

い
て
は
下
記
の
と
お
り
で
す
が
、

申
請
す
る
場
合
は
区
長
さ
ん
と

協
議
し
て
下
さ
い
。

皆
さ
ん
の
地
区
の
「
地
域
づ

く
り
・
村
お
こ
し
」
に
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
推
進
事
業
の
補
助
制
度

を
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
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補
助
制
度
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活
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く
だ
さ
い

団体活動等推進事業の例

・○○地区の自治会が名所を守るため荒れた雑木を伐採する。

・○○地区の青壮年組織が「ホタルのすみか再生とイベント」

・○○地区の女性グループが「加工品開発」をして試食する。

・○○地区の老人会が「手作り玩具」を復活し、児童と遊ぶ。

・○○グループが・・・をきっかけに都市との交流を始めた。

・○○水路の浄化に取り組む団体の支援、魚の放流など。

補助率ついて

１．【表１】①～③の「童話の里コミュニティ推進補助事業」に係るものについ

ては、地元負担金額のうち３分の１を補助。

２. 【表１】④のうち「地区団体活動等推進事業」に係るものについては、

(1) 大区毎の事業費が１０万円までは、全額補助。

(2) 事業費が１０万円を超え、３０万円までは事業費から１０万円を差し

引いた金額の２分の１を補助。

(3) 事業費が３０万円を超える場合は、全体の補助率を３分の２とし、算

出された金額から１０万円を差し引いた金額を補助。

◎詳しいことは、事務局（72-1511）までお問い合わせください。

おらが地域の” ”を応援！

【表１】

童話の里コミュニティ推進事業

補助対象となる事業（具体例）

①チャレンジ枠

ものづくり等 交流・観光等

田舎暮らし等 小規模集落等

②ソフト事業枠

衣装・道具経費 祭り・イベント経費

その他特別に認める事業経費

③ハード事業枠

広場・公園等 景観整備等

その他特別に認める事業経費

①～③の事業について、町が認めたものは、
２００万円を上限として、補助対象事業費の
３分の２以内を町から補助

④コミュニティ推進枠

コミュニティ推進のための実施される 経費

玖
珠
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
、
被
災
さ
れ
た
方
を
支

援
す
る
た
め
の
募
金
活
動
を
引
き
続
き
行
っ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ま
の
温
か
い
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

五
月
の
義
援
金
額

４
，
０
７
８
円
を
玖
珠
町
役
場
を

通
じ
て
寄
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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）


